
 

 

 

令和８年６月豊橋市議会定例会 

 

〔Ｒ８．６．１ 議運資料〕 

 

 

○ 提出事件 

 

 予 算 案    １ 件  

 

      条 例 案    ８ 件  

 

単 行 案    ８ 件 （うち人事案２件） 

 

      報  告    ９ 件  

      

 

以  上   ２６ 件  
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６月市議会定例会議案概要説明書 

 

〔 条 例 案 〕        

 

議案第５０号  豊橋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する条例の一部を改正する条例 

（教育政策課・行政課・情報企画課） 

個人情報を効率的に検索し、及び管理するために本市独自に個人番号（マイナンバー）

を利用する事務を廃止するため、現行条例の一部を改正するもの 

 

○個人番号を利用する事務から廃止する項目 

 高等学校等就学支援金の支給に関する法律に準じて行う私立高等学校等授業料補助金

の交付に関する事務であって規則で定めるもの 

 

  （公布の日から施行） 
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議案第５１号  豊橋市立野依小学校等環境整備基金条例を廃止する条例 

（教育政策課） 

豊橋市立野依小学校等環境整備基金の廃止に伴い、現行条例を廃止するもの 

 

（公布の日から施行） 
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議案第５２号  豊橋市市税条例の一部を改正する条例 

（市民税課・資産税課） 

 地方税法等の一部改正（令和８年法律第２号。令和８年３月３１日公布）に伴い、市

税について現行条例の一部を改正するもの 

 

１ 個人市民税 

（１）住宅借入金等特別税額控除の延長 

令和８年分以後の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある者（令

和８年から令和１２年までの間に居住の用に供した者に限る。）のうち、所得税から

控除しきれなかった額のあるものについて、当該額を所得税の課税総所得金額等の

３％の控除限度額の範囲内で翌年度の個人市民税から減額する。 

 

（令和９年度分以後の個人市民税について適用） 

 

（２）特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個人市民税の課税の特例の創設 

   一定の要件を満たす特定暗号資産の譲渡所得について、総合課税から有価証券等

の譲渡所得と同様の分離課税に変更する特例を創設する。 

 

  （金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属

する年の翌々年の１月１日以後に行う特定暗号資産の譲渡等について適用） 
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２ 固定資産税及び都市計画税 

（１）再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例 

   令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までの間に取得された、再生可能エ

ネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する次の表に掲げる再生可能

エネルギー発電設備のうち一定のものに係る固定資産税の課税標準について、設備

区分の見直しを行った上、最初の３年間当該設備に係る固定資産税の課税標準とな

るべき価格に乗じる特例率を定める。 

改正後 改正前 

設備区分 特例率 設備区分 特例率 

ペロブスカイト太陽電池を

使用した一定の太陽光発電

設備 

３分の１ ペロブスカイト太陽電池を

使用した一定の太陽光発電

設備 

認定地域脱炭素化促進事業

計画に従って取得した一定

の太陽光発電設備 

３分の２ 

 

港湾法に基づく洋上風力発

電設備 

地球温暖化対策の推進に関

する法律、農林漁業の健全

な発展と調和のとれた再生

可能エネルギー電気の発電

の促進に関する法律に基づ

く陸上風力発電設備 

２分の１ 出力２０ｋｗ以上の風力発

電設備 

出力２０ｋｗ未満の風力発

電設備 

 

３分の２ 

 

３分の２ 

 

（令和８年度分以後の固定資産税について適用） 

 

（２）改修特別特定建築物に係る固定資産税又は都市計画税の減額措置 

バリアフリー改修を行った既存家屋に対する固定資産税又は都市計画税の減額措

置について、対象資産を高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に

規定する特別特定建築物に該当する家屋のうち、令和８年４月１日から令和１１年

３月３１日までの間に国の補助を受けて利便性等向上改修工事を行ったものとし、

当該改修工事の完了した日から３月以内に市長に申告した場合、当該家屋に係る２

年度分の固定資産税額又は都市計画税額の３分の１に相当する金額を減額する。 

※特別特定建築物 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物

で、移動等円滑化が特に必要な施設（劇場、音楽堂、特別支援学校、保健所、老

人ホーム、福祉ホームなど） 

 

（令和８年度分以後の固定資産税又は都市計画税について適用） 
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議案第５３号   公の施設の利用料金の改定に関する条例 

（財政課） 

利用料金については、おおむね５年を目途に見直しを実施しており、施設の老朽化や

社会情勢の変化に対応するとともに、受益者負担の状況や利用の需要等を踏まえ改定を

行うもの 

 

１ 統一的な見直し 

  施設利用者とそれ以外の者との負担の適正化を図るとともに、将来の維持管理・更

新にかかる世代間の負担の公平性を担保する（１７施設）。 

あわせて、施設利用の時間区分間に隙間時間がある場合の、区分を連続して利用す

る際の当該隙間時間の利用料金について規定するとともに（３施設）、市外の者が利用

する場合の利用料金について規定する（１７施設）。 

 

〇利用料金改定の基本的な考え方に基づく主な改定 

項目 改定内容（例） 

施

設

利

用

料

金 

スポーツ 総合体育館 
第１競技場（アマチュア 

スポーツ・平日・全日） 
44,910円 → 72,200円 

文化 
ア イ プ ラ ザ

豊橋 
201会議室（全日） 1,750円 →  3,100円 

コミュニ

ティ 

豊 橋 市 民 セ

ンター 
多目的ホール（全日） 12,730円 → 22,890円 

その他 
地 域 振 興 施

設 

プロジェクト室１（午前９ 

時から午後６時まで） 
1,560円 →   2,630円 

 

２ スポーツ施設に関する個別の見直し 

（１）料金体系の見直し（１４施設） 

   従来の区分単位の利用料金を定めたうえで区分内での１時間単位の利用を認める

料金体系を、１時間当たりの料金とする。 

（２）新規料金の設定（４施設） 

   利用者からの要望などを踏まえ、以下の利用料金を新たに設定する。 

施設 設定内容 

陸上競技場 ストレッチルーム 専用利用料金の設定 

トレーニングセンター 集会室 専用利用料金の設定 

屋内プール・アイスアリーナ スタジオ 専用利用料金の設定 

豊橋市民球場 スコアボード 
企業活動に利用する場合の

割増料金の設定 

 

３ 実施時期 

令和９年４月１日 
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議案第５４号  豊橋市青少年センター条例の一部を改正する条例 

（生涯学習課） 

 青少年センターの宿泊棟及び照明設備を廃止するため、現行条例の一部を改正するも

の 

 

  （令和９年４月１日から施行） 

 

 

 

 

 

 

 

議案第５５号  豊橋市総合老人ホームつつじ荘条例の一部を改正する条例 

（総合老人ホーム） 

 介護報酬改定に関する厚生労働省告示（令和８年３月１３日告示）に伴い、総合老人

ホームつつじ荘における食費の額を改定するため、現行条例の一部を改正するもの 

 

○食費の額の改定 

区分 単位 改正後 改正前 

第７条第１ 号に規 定する利用 者  食費  １食  574円  537円  

第 11条第１ 号に規 定する入所 者  食費  １日  1,545円  1,445円  

第 11条第３ 号に規 定する入所 者  食費  １日  1,545円  1,445円  

 

（令和８年８月１日から施行） 
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議案第５６号  コロナ禍からみんなで豊橋のまちを守る条例を廃止する条例 

（保健医療企画課） 

 豊橋市新型インフルエンザ等対策行動計画の改定（令和８年３月）に伴い、現行条例

を廃止するもの 

 

  （公布の日から施行） 

 

 

 

議案第５７号   豊橋市営住宅条例の一部を改正する条例 

（住宅課） 

 新設住宅の設置等について規定するため、現行条例の一部を改正するもの 

 

１ 設置する市営住宅 

住宅名 位 置 戸数（戸当たり住戸専用面積） 構 造 

西口３号 
高師町字北原 

１の９９ 

４１戸（３８．７㎡） 
高層耐火７階建

１棟 
５６戸（４９．４㎡） 

 ７戸（６３．８㎡） 

 

２ 廃止する市営住宅 

住宅名 位 置 戸 数 構 造 

岩屋Ａ 

岩屋町字岩屋下

３６の２ 

４０戸 

中層耐火５階建

１棟 

岩屋Ｂ ４０戸 

岩屋Ｃ ３０戸 

岩屋Ｄ ３０戸 

岩屋Ｅ ３０戸 

岩屋Ｆ ４０戸 
中層耐火４階建

１棟 

 

（規則で定める日から施行） 
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〔 単 行 案 〕 

 

議案第５８号  物品購入契約締結について 

（契約検査課・総務課） 

１ 物 品 名  小型動力ポンプ付積載車 

２ 数 量  ３台 

３ 落札年月日  令和８年５月２２日 

４ 契 約 価 格  ３２，９９７，８１０円 

５ 購 入 先  平和機械（株） 

６ 契 約 方 法  一般競争入札（応札１社） 

 

 

 

議案第５９号  物品購入契約締結について 

（契約検査課・消防救急課） 

１ 物 品 名  災害対応特殊救急自動車 

２ 数 量  １台 

３ 落札年月日  令和８年５月１１日 

４ 契 約 価 格  ２２，２４８，４４０円 

５ 購 入 先  愛知トヨタＥＡＳＴ（株）豊橋下地店 

６ 契 約 方 法  一般競争入札（応札２社） 

 

 

 

議案第６０号  物品購入契約締結について 

（契約検査課・消防救急課） 

１ 物 品 名  災害対応特殊屈折はしご付消防自動車 

２ 数 量  １台 

３ 落札年月日  令和８年４月２８日 

４ 契 約 価 格  １６４，８９０，０００円 

５ 購 入 先  （株）モリタ名古屋支店 

６ 契 約 方 法  一般競争入札（応札２社） 
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議案第６１号  物品購入契約締結について 

（契約検査課・競輪事務所） 

１ 物 品 名  車券自動発売機 

２ 数 量  一式 

３ 決定年月日  令和８年４月１５日 

４ 契 約 価 格  ６７，３６０，７００円 

５ 購 入 先  日本トーター（株） 

６ 契 約 方 法  随意契約 

 

 

議案第６２号  議決事項中変更について 

（令和６年第１２７号議決 工事請負契約締結について（西口住宅建

設工事（第３期））） 

（契約検査課・住宅課） 

 令和６年１２月２３日に工事請負契約を締結し、令和７年１０月２０日に契約価格に

係る変更契約を締結した工事請負契約について、議決事項中契約価格の変更を求めるも

の 

 

１ 変更前契約価格  １，８１４，５５２，３００円（※） 

  変更後契約価格  １，８４６，９３１，９００円 

   （差引き）      ３２，３７９，６００円増 

 

２ 変更理由及び内容  

賃金水準及び物価水準が急激に上昇し、豊橋市工事請負契約約款第２５条第６項（イ

ンフレスライド条項） を適用する対象となったこと、発生土の搬出先の変更に伴う運

搬費及び処分費の変更、発生土の搬出量の変更に伴う運搬費及び処分費の変更等が必

要になったことにより、契約変更をするもの 

 

３ 請負人  神野・一幸特定建設工事共同企業体 

 

（※）令和７年報告第３４号（１）（専決処分の報告について）において、変更した

後の価格 
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議案第６３号  財産の処分について 

（契約検査課・学校教育課） 

１ 件   名  使用済タブレット端末 

２ 種   類  物品 

３ 数   量  １８，５０４台 

４ 処 分 金 額  ６７，３７３，０６４円 

５ 譲 渡 先  リネットジャパンリサイクル（株） 

 

 

 

 

 

 

議案第６４号  人権擁護委員候補者の推薦について 

（市民協働推進課） 

人権擁護委員のうち４人が令和８年９月３０日で任期満了となるため、後任者の推薦

について、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるもの 

 

参 考  定 数 ２２人 

      任 期  ３年 

任期満了となる委員 

氏  名 年 齢 備 考 

伊 藤 道 子 ６９歳 現在３期目 

植 村 恭 介 ３９歳 現在１期目 

魚 谷 幹 子 ５８歳 現在１期目 

水 野 純 夫 ６７歳 現在１期目 
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議案第６５号   農業委員会委員の任命について 

（農業企画課） 

 農業委員会委員が令和８年７月１９日で任期満了となるため、後任委員２４人の選任

について、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意を求めるも

の 

 

参 考  定 数 ２４人 

      任 期  ３年 
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〔 報 告 〕 

 

報告第１７号  専決処分の報告について 

（契約検査課・教育政策課） 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく議会の議決により、市長の専決処分事項

となっている変更契約の締結について、同条第２項の規定により報告するもの 

 

１ 専 決 年 月 日  令和８年５月２０日 

２ 変更する議決  令和７年第１１４号議決 

工事請負契約締結について（南稜中学校南校舎長寿命化改良工事） 

３ 変 更 内 容 

契約価格 

変更前 ４６７，５００，０００円 

変更後 ４７３，９６１，４００円 

差引き   ６，４６１，４００円 

 ・防球ネットの仮撤去及び復旧範囲の変更等のため 

 

 

 


